
 

災害等廃棄物処理事業費補助金  ２９６，０４２百万円（２００百万円） 

＜うち復旧・復興＞     ２９５，８４２百万円              

※東日本大震災復興特別会計（仮称）（復興庁計上） 

廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 

 

１．事業の必要性・概要 

災害等廃棄物処理事業は、市町村（一部事務組合、広域連合を含む。）が生

活環境の保全上特に必要とされる災害廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業

であり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 22条の規定に基づき、市

町村に対し国庫補助を行うものである。 

＜復旧・復興枠＞ 

東日本大震災により被害を受けた市町村が行う災害等廃棄物処理事業に

対し国庫補助を行う。 

 

２．事業計画（業務内容） 

市町村が実施した災害廃棄物及び漂着ごみの収集・運搬・処分に係る事業に

対し補助する。（補助率：１／２） 

＜復旧・復興枠＞ 

市町村が実施した東日本大震災により発生した災害廃棄物の収集・運搬・処

分に係る事業に対し補助率を嵩上げして補助する。（補助率：１／２～８／１

０～９／１０） 

 

３．施策の効果 

自然災害等により発生した廃棄物の収集・運搬及び処分に必要な経費の

一部を補助することにより、廃棄物の円滑な処理が図られる。 



東日本大震災に係る災害等廃棄物処理事業 

通常の災害廃棄物処理については必要経費の1/2を補助しているが、今回の震災は阪神淡路大震災よりも規模

が大きく被害も広範囲に及び、県が災害救助法に基づき実施する災害救助と並行して一体的に処理を進めていく
ことが必要な状況にあることを踏まえ、特例として災害救助法の負担率を勘案した嵩上げ及びグリーンニュー
ディール基金を活用することで、市町村等の負担を軽減し 生活の早急な回復を図る。 

通常 阪神・淡路大震災 東日本大震災 

対象 被災市町村 被災市町村 特定被災地方公共団体 特定被災区域 左記以外 

国庫補助率 1/2 1/2 

対象市町村の標準税収入に対する災害
廃棄物処理事業費の割合に応じて補助 
・標準税収入の10／100以下の部分は、
その額の50／100  
・標準税収入の10／100を超え20／100
以下の部分は、その額の80／100  
・標準税収入の20／100を超える部分は、
その額の90／100 

1/2 1/2 

グリーン 
ニューディール 

基金 
－ － 

地方負担額の実情を考慮した地方の一
時負担の軽減のため、基金を用い国の
実質負担額を平均95％とする。 

－ － 

地方財政措置 

地方負担分
の80％につい
て交付税措置 

地方負担分の全額について、
災害対策債により対処する
こととし、その元利償還金の
95％について交付税措置 

地方負担分の全額について、災害対策
債により対処することとし、その元利償還
金の95％について普通交付税措置、残
余の5％については特別交付税措置 

同左 地方負担分
の95％につ

いて特別交
付税措置 

市町村（一部事務組合を含む）がその事務として行う災害により必要となった廃棄物の処理等に係る事業につい
て、要した経費の一部を補助することで生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図ることを目的とする。 


